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国道１５８号通行止めによる広域迂回のご協力について 

 

令和８年２月２５日（水）に高山市丹生川町塩屋地内で発生した土砂崩れにより、国道

１５８号において通行止めとしている区間があります。 

現在、通行止め解除にむけた調査及び工事を進めておりますが、春の高山まつり（４月

１４日（火）・１５日（水））、５月の大型連休（ゴールデンウイーク）においても通行止め

が続きます。 

大型車は引き続き国道４１号・４７１号などを利用した広域迂回をお願いいたします。

また、対岸迂回路は生活道路ですので関東方面から高山市街へ普通車でお越しの方も極力

国道４１号・４７１号、３６１号を利用した広域迂回にご協力ください。 

 
記 

 

１ 通行止め箇所 

国道１５８号（高山市丹生川町塩屋地内） 

 

２ 対岸迂回路 
  周辺市道（普通車） 

 

３ 広域迂回路 
① 国道４１号から国道４７１号を経由 

（松本方面から高山方面へは逆方向を通過） 
② 国道３６１号及び国道１９号を経由 

（松本方面から高山方面へは逆方向を通過） 
 

３ 位置図 
  別添チラシ参照 
 

４ その他 
  所要時間等の詳細は、別添チラシをご覧ください。 
  なお、別添チラシを関係機関や道の駅等で配布、掲示する等して広報を実施する予定
としております。 


